
公衆無線ＬＡＮ整備事業  

外国人観光客等受入環境整備事業  和式トイレから洋式トイレに改修する事業

キャッシュレス決済推進事業 

                      交通系 IC カードシステム導入事業 

多言語化対応事業 

趣旨 

■ 外国人観光客等の受入環境の向上を図るため、公衆無線 LAN 整備事業、キャッシュレス

決済推進事業、交通系 IC カードシステム導入事業、多言語化対応事業、飲食店内のトイ

レを改修する方に対し、整備・改修に要する経費の一部を助成します。  

補助対象事業  
■  別表 1 参照  

■ 令和７年３月３１日（月）までに実績報告書及び必要書類を提出すること。 

補助対象とな

らない経費  

≪例≫ キャッシュレス決済推進事業において  

■ ＩＣクレジットカード決済端末機のみを設置する工事（電子マネーを既設済の場合は除く）  

■ 電子マネー決済端末機のみを設置する工事（ＩＣクレジットを既設済の場合は除く）  

■ 交通系電子マネーの決済ができない端末を設置する工事  

■ 他の補助制度による助成を受けて実施する事業経費   
 

≪例≫ 多言語化対応進事業において  

■ 屋外広告（看板・張り紙など）に関する経費 

■ 既存の案内表示の修繕及び撤去費用 

■ 集客を目的とした印刷物（パンフレットやチラシ）の作製に係る経費 

■ 増刷及び改訂に係る経費 

■ 他の補助制度による助成を受けて実施する事業経費 

 

※その他の事業を含めご不明な点はお尋ねください。  

補助対象者  下記のいずれかに該当する施設をもっている方、又は運営する者又は事業者。  

(1) 宿泊施設（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の規定による許可を受けて

営業を行う施設をいう。）  

(2) 観光施設（見学、拝観、体験等を目的とした観光客の受入れを行う施設をいう。）  

(3) 飲食施設（食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５２条第１項の規定による許可を受

けて営業を行う施設であって、同法施行令第３５条第１号若しくは第２号に該当するものと

する。）  

(4) 日帰り入浴施設（公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）第２条第１項の許可を受けて営

業を行う施設のうち、公衆浴場法施行条例（昭和４９年静岡県条例第４５号）第２条第３号

に規定するその他の公衆浴場をいう。）  

(5) その他商業施設（一般社団法人熱海市観光協会、伊豆湯河原温泉観光協会、伊豆山

温泉観光協会、多賀観光協会、網代温泉観光協会若しくは初島事業区の会員又は熱海

商工会議所の会員である者が経営する施設をいう。）  

(6) 路線バス事業者（道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに規定する一般

乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。） 

(7) タクシー事業者（道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号ハに規定する一般

乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。） 

■ 熱海市の市税等を完納（納期到来分）していること。 



施工業者  ■ 別表２(施工業者等)参照  

補助金額  ■ 別表１（補助対象経費及び補助金額）参照  

申込期限 ■ 令和６年５月１５日（水）から 令和７年３月１４日（金）まで 

申し込み先  ■ 熱海市観光建設部観光経済課 観光推進室  0557-86-6195  

   

別表１（補助対象経費及び補助金額）  

補助対象事業等  補助対象経費  補助金の額  

無料公衆無線ＬＡＮ整

備事業  

(1) 無料公衆無線ＬＡＮルーター機器等の

購入経費 （消費税及び地方消費税に

相当する額を除く。以下この表において

同じ。） 

(2) 無料公衆無線ＬＡＮ設置に係る設計及

び工事に要する経費  

補助対象経費の 2 分の 1 以内の

額とし、50 万円を限度とする。  

  

(3) 既存の無料公衆無線ＬＡＮの設定の変

更に要する経費  

補助対象経費の額とし、2 万円を

限度とする。  

洋式トイレ化改修事業  

（ただし、専ら従業員が

使用することを目的と

するトイレは除く。）  

(1) 洋式トイレ化改修工事費  

(2) 洋式トイレ化改修工事に伴うトイレ内の

環境整備に要する工事費  

補助対象経費の 2 分の 1 以内の

額とし、25 万円を限度とする。た

だし、男女別のトイレをそれぞれ同

時に改修する場合にあっては 50

万円を限度とする。  

キャッシュレス決済推進

事業  

 

ＩＣクレジットカード（クレ

ジットカード会社等が

発行するクレジットカ

ードでＩＣチップが埋め

込まれ、かつ、暗証番

号を入力することで本

人確認ができるものを

いう。）及び電子マネ

ー（非接触型のＩＣカー

ド技術を用いた決済

手段で、カードタイプの

ものをいう。）による決

済のために必要なＩＣ

カード決済端末機を

設置する事業。  

(1) ＩＣカード決済端末機（決済のために必要

な機器類を含む）の購入に要する経費  

(2) ＩＣカード決済端末機（決済のために必要

な機器類を含む）の設置に係る設計に

要する経費  

(3) ＩＣカード決済端末機（決済のために必要

な機器類を含む）の設置に係る工事に

要する経費  

  

補助対象経費の 2 分の 1 以内の

額とし、5 万円を限度とする。  

交通系 IC カードシステ

ム導入事業（路線バス

事業者に限る。 

(1) 交通系 IC カードの利用を可能とするシ

ステムの導入に要する経費 

補助対象経費の額とし、15 万を

限度とする。 



多言語化対応事業 

 

(1) 日本語へ音声変換する通訳機器の導

入に要する経費（ケース、画面保護シー

ルその他のアクセサリー類の購入に要す

る経費を除く。） 

(2) 施設内に設置する案内表示の作製及

び設置に要する経費（既設の案内表示

の修正及び撤去費用を除く。） 

＊想定事業内容 

・施設の名称及び営業案内を表示する看板 

・施設利用者の誘導を目的とした案内表示 

・施設内設備の利用方法、施設の概要、展

示品等の説明を記した看板の設置 

(3) 商品メニューの作製に要する経費（増

刷及び改訂に係る経費を除く。） 

補助対象経費の 2 分の 1 以内の

額とし、30 万円を限度とする。 

備考：補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。  

 

 

別表第２(施工業者等)  

補助対象事業等  施工業者等  

無料公衆無線ＬＡＮ整備

事業  

熱海市内に本店または支店等を有する事業者または熱海市内に主たる事業所

等を有する事業者で、熱海市の市税等を完納(納期到来分)している事業者。 

洋式トイレ化改修事業 

ただし、専ら従業員が使

用することを目的とするト

イレは除く。  

熱海市内に本店または支店等を有する事業者または熱海市内に主たる事業所

等を有する事業者で、熱海市の市税等を完納(納期到来分)している事業者。  

 


